医事一体型電子カルテシステム等

導入業務仕様書
令和8年5月
朝倉市国民健康保険直営診療所
Ⅰ システム整備の概要
朝倉診療所では、医療事務レセプトシステムを導入し運用してきたが、最終更新から5年が経過しており更新の時期を迎えている。
今回、予約システム、自動精算機との一体的導入を行うことにより診療所内の事務の効率化を図るものである。
落札者においては、機器及びシステムの更新にあたって導入施設の状況を的確に把握しより利便性の高い運用となるよう配慮されること。

Ⅱ システム構成
　1　構成方針
　　　　本システムの構成については、クラウド型、オンプレミス型、又はこれらを組み合わせた方
式のいずれも可とする。
ただし、いずれの構成であっても、本仕様書に定める機能要件及び非機能要件をすべて満たすこと。また、提案する構成の違いにより、本市において追加的な設備、回線、運用負担等が発生しないこと。
外部サービスを利用する場合は、専用線、閉域網又はVPNにより接続し、通信の安全性及び安定性を確保すること。

２　システムの使用場所及び機器構成
　　調達する機器類の設置場所及び機器の構成は「別紙１．システムの使用場所及び機器構成一覧」のとおりとする。本システム及び機器に係る性能、機能及び技術等（以下、「性能等」という）の要求（以下「技術的要件」という。）は、「Ⅴ 調達物品に備えるべき技術的要件（性能・機能に関する要件）」に示すとおりである。
Ⅲ 稼働開始日
　　令和８年１１月１日
Ⅳ　請求行為その他

(1) 落札者が決定した後、朝倉市と当該業者との間に契約を締結するものであるが、契約締結後の支払方法や瑕疵担保期間については、朝倉市契約に関する規則（平成18年・朝倉市規則第51号）に基づき処理を行うものとする。
(2) 落札者の責めに帰する事由により稼動時期までに導入及び検証業務を完了する事ができない場合において、稼動時期後相当の期間内に完了する見込みがあると認めたとき、朝倉市は、落札者より遅滞損害金を徴収して履行期限を延長することができるものとする。また、遅滞損害金の額は、延滞日数に応じ１年につき落札金額の政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和２４年法律２５６号)第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率に相当する額とする。

(3) 調達する情報通信端末は、不必要なソフトウェアがインストールされていない国内製造業者の業務用製品に限る。

また、納入機器は構成単位で同一製造業者の同型機に統一することとし、機器の発注後に当該ロットの欠品が確認された場合は、朝倉市担当者との協議により、欠品機器と同等以上のスペックを持つ後継機種を納入すること。なお、欠品が生じたことによる追加の費用等については落札者の負担とする。

(4) 納入する機器類については、故障時の交換部品保有期間が納入後５年間以上（条件が付帯されることなく）確保されており、かつ運用に支障を来さないものを選定すること。又は、納入者がこれを保証するものであること。

(5) 納入される情報通信端末等の本体に内蔵する機器類(ハードディスク・メモリ等)は、本体製造業者と同一の製造業者保証品を使用すること。

(6) 納入される情報通信端末等は、朝倉診療所において運用するために導入するものである。運用に必要な設定（IPアドレス・コンピュータ名設定、ウイルス対策ソフト・プリンタドライバ・スキャナドライバ等のインストール作業、その他使用するプリンタやアプリケーションの設定等）及び機器類の接続に必要なケーブル等の経費についても調達の範囲に含まれるものとする。また、通信の不具合、運用システムの動作不良等も予見されるため、落札者は現場を積極的に支援し、トラブルの解消に努めなければならないものとする。
(7) 提案する医事一体型電子カルテシステムは、入札時点で医療機関において既に稼動している実績を有すること。
(8) 提案する機器及びソフトウェアは、入札時点で原則として製品化されていること。入札時点で製品化されていない機器及びソフトウェアにより応札する場合には、技術的要件を満たすこと及び納入期限までに製品化され納入できることを証明できる書類を添付すること。
Ⅴ　調達物品に備えるべき技術的要件（性能・機能に関する要件）
1　医事一体型電子カルテシステム用サーバ

1-1　本体

(1) CPUはIntel　Xeon　6325Pプロセッサでクロック周波数3.50GHz以上、コア数4以上、キャッシュ8MB以上、又はこれと同等以上の性能、機能を有すること。

(2)　主記憶装置（メモリ）容量は16GB以上を搭載すること。

(3)　内蔵ストレージはSSDとし、RAID1以上の構成により実効容量960GB以上を確保すること。
(4)　DVD-RAMを含む光学メディアの読み書きに対応可能であること（外付け可）
(5)　USB3.2に準拠したインターフェースを8つ以上有すること。なお、不要なUSBポートは器具等により塞ぐ処置を施すこと。
(6)　1000 Base-Tに準拠したイーサネットインターフェース（RJ45）を１つ以上有すること。
(7)　本体はタワー型（自立型）とし、安定した設置に必要なスタンド等を含めること。
(8)　外部ディスプレイとの接続が可能なデジタル映像出力インターフェース（HDMI、DisplayPort等）を１つ以上有すること。
(9) 本調達で導入する機器は、グリーン購入法に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針に適合するものであること。
1-2　無停電電源装置

(1)　最大出力容量は750VA/500W以上とする。

(2)　停電時にサーバに対して５分以上の電力供給が出来ること。

　  (3)　運転方式は常時インバータ給電方式とする。
1-3　ソフトウェア

以下の機能を有するソフトウェアを納入し、インストールすること。

(1)　OSはWindows Serverとし、導入時点においてサポート期間が5年以上残存しているバージョンとすること。
(2)　法人向けウイルス対策ソフトを導入すること。
1-4　各種設定

 (1) 本体に障害が発生した場合においても、業務継続が可能となる構成とすること。

医療情報データについては定期的にクラウド上へバックアップを行い、障害発生時にはクラウド環境へ切替が可能であること。
2　医事一体型電子カルテシステム用サーバ及びクラウド管理用
2-1　本体
(1)　CPUはインテル® CoreTM i5プロセッサでクロック周波数2.60GHz以上、コア数4以上、キャッシュ8MB以上、又はこれと同等以上の性能、機能を有すること。

(2)　主記憶装置（メモリ）は16GB以上とし、将来的な増設が可能な構成とすること。
(3)　内蔵ストレージはSSDとし、実容量256GB以上であること。

(4)　DVD-RAMを含む光学メディアの読み書きに対応可能であること（外付け可）
(5)　USB3.2に準拠したインターフェースを３つ以上有すること。なお、不要なUSBポートは器具等により塞ぐ処置を施すこと。

(6)　1000 Base-Tに準拠したイーサネットインターフェース（RJ45）を１つ以上有すること。

(7)　入力装置として、日本語109キー配列のキーボード（USB接続）を添付すること。
(8)　入力装置として、スクロール機能を有するUSB接続のマウスを添付すること。
(9)　本体はタワー型（自立型）とし、安定した設置に必要なスタンド等を含めること。
(10)　外部ディスプレイとの接続が可能なデジタル映像出力インターフェース（HDMI、DisplayPort等）を１つ以上有すること。
(11)　グリーン購入法に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針に適合するものであること。
2-2　無停電電源装置

(1)　最大出力容量は750VA/500W以上とする。

(2)　停電時にサーバに対して５分以上の電力供給が出来ること。

　  (3)　運転方式は常時インバータ給電方式とする。
2-3　ソフトウェア

以下の機能を有するソフトウェア(必要ライセンス数添付)を納入し、インストールすること。

(1)　OSはWindows Serverとし、導入時点においてサポート期間が5年以上残存しているバージョンとすること。
(2)　法人向けのウイルス対策ソフトを導入し、定義ファイルの自動更新及びクラウド等による一元管理が可能であること。
2-4　各種設定

 (1) 本システムは、サーバ障害等が発生した場合においても、業務継続が可能な構成とすること。
また、医療情報データについては適切に保全され、障害発生時においてもクラウド環境又はローカル環境により診療業務の継続が可能であること。
3　予約システム用サーバ

3-1　本体

(1)　CPUはインテル® Corei5　第14世代プロセッサ又はこれと同等以上の性能を有すること。

(2)　主記憶装置（メモリ）は16GB以上を搭載し、将来的な増設が可能な構成とすること。
(3)　内蔵ディスクはSSDとし、RAID1以上の冗長構成により実効容量200GB以上を確保すること。
(4)　USB3.2以上に準拠したインターフェースを3ポート以上有すること。
(5)　1000 Base-Tに準拠したイーサネットインターフェース（RJ45）を2つ以上有すること。
(6)　入力装置として、日本語109キー配列のキーボード（USB接続）を添付すること。
(7)　入力装置として、スクロール機能を有するUSB接続のマウスを添付すること。
(8)　本体は据置型とし、安定した設置が可能な構成であること。必要に応じてスタンド等の付属品を含めること。
(9)　外部ディスプレイとの接続が可能なデジタル映像出力インターフェース（HDMI、DisplayPort等）を１つ以上有すること。
(10)　グリーン購入法に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針に適合するものであること。
3-2　ディスプレイ

(1)　画面は反射防止処理を施したカラー液晶とし、15.6型以上であること。
(2)　解像度は1920×1080ドット以上とすること。
(3)　HDMI等のデジタル映像入力インターフェースを1以上有すること。
(4)　本体とディスプレイの接続及び動作に必要なケーブル等はすべて添付すること。
(5)　グリーン購入法に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針に適合するものであること。
3-3　無停電電源装置

(1)　定格出力容量は750VA以上とすること。
(2)　停電時においては、接続機器に対して5分以上の電力供給が可能であること。
(3)　停電発生時にサーバと連携し、自動的に安全なシャットダウンが可能であること。

3-4　ソフトウェア

以下の機能を有するソフトウェアについて、必要なライセンスを含めて納入し、インストールを行うこと。
(1)　OSは、本システムの動作要件を満たすWindows系OSとすること。
(2)　UPSと連携し、停電時にサーバの自動シャットダウンが可能なソフトウェアを導入すること。
(3)　法人向けのウイルス対策ソフトを導入し、定義ファイルの自動更新及びクラウド等による一元管理が可能であること。
４　バックアップ用外付けハードディスクドライブ　１式（ハイブリッド型医事一体型用）
4-1　本体

(1)　記憶容量は１TB以上であること
(2)　USB3.1Gen1(USB3.0)及びUSB2.0に対応していること
(3)　USBバスパワーに対応し、外部電源を必要としないこと
(4)　外形寸法は幅76mm×高さ14mm×奥行115mm以下（突起物除く）であること。

(5)　質量は150g以下であること。

(6)　NTFSフォーマット済みであり、Windows環境にて接続後すぐ利用可能であること。

(7)　RoHS指令に準拠していること。

(8)　グリーン購入法に適合、またはそれに準ずる低消費電力製品であること。

4-2　各種設定

(1)　「1-1本体」の指定する領域のデータを自動バックアップする設定を行うこと。詳細については落札者と別途協議するものとする。
5　院内表示用ＰＣ　１式

5-1　本体

(1)　CPUはインテルCore i3-13100又はこれと同等以上の性能を有すること。
(2)　主記憶装置（メモリ）は16GB以上を搭載すること。
(3)　内蔵ディスクはSSDとし、実容量200GB以上であること。
(4)　USB3.2以上に準拠したインターフェースを3ポート以上有すること。
(5)　1000 Base-Tに準拠したイーサネットインターフェース（RJ45）を1つ以上有すること。
(6)　本体は据置型とし、安定した設置が可能な構成であること。必要に応じてスタンド等の付属品を含めること。
(7)　外部ディスプレイとの接続が可能なデジタル映像出力インターフェース（HDMI、DisplayPort等）を１つ以上有すること。
(8)　グリーン購入法に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針に適合するものであること。
5-2　ソフトウェア

以下の機能を有するソフトウェア(必要ライセンス数添付)を納入し、インストールすること。

(1)　ＯＳは、Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024とし、安定した長期運用が可能な構成とすること。
(2)　Windowsセキュリティ機能を有効にして利用すること。 
6　情報通信端末Ａ（デスクトップ型）、自動精算機用PC、薬袋用パソコン、予約システム用PC

6-1　本体

(1)　CPUはインテル Core i7 第12世代以上又はこれと同等以上の性能を有すること。
(2)　主記憶装置（メモリ）は16GB以上を搭載すること。
(3)　内蔵ストレージはSSDとし、容量は256GB以上とすること。
(4)　光学メディアの利用が必要な場合は、外付け装置により対応可能であること。
(5)　USB3.2以上に対応したインターフェースを6ポート以上有すること。なお、不要なUSBポートについては、セキュリティ確保のため使用制限等の対策を講じること。 
(6)　1000 Base-Tに準拠したイーサネットインターフェース（RJ45）を1つ以上有すること。
(7)　入力装置として、日本語109キー配列のキーボード（USB接続）を添付すること。
(8)　入力装置として、スクロール機能を有するUSB接続のマウスを添付すること。
(9)　本体はタワー型（自立型）とし、安定した設置に必要なスタンド等を含めること。
(10) 外部ディスプレイとの接続が可能なデジタル映像出力インターフェース（HDMI、DisplayPort等）を１つ以上有すること。
(11) グリーン購入法に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針に適合するものであること。
6-2　ディスプレイ

(1)　画面は反射防止処理を施したカラー液晶とし、23型以上であること。
(2)　解像度は1920×1080ドット以上とすること。
(3)　HDMI等のデジタル映像入力インターフェースを1以上有すること。
(4)　本体とディスプレイの接続及び動作に必要なケーブル等はすべて添付すること。
(5)　グリーン購入法に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針に適合するものであること。
6-3　ソフトウェア

以下の機能を有するソフトウェア(必要ライセンス数添付)を納入し、インストールすること。

(1)　OSはWindows系OSとし、Microsoftのサポート期間が導入時点で5年以上残存しているバージョンとすること。

(2)　法人向けのウイルス対策ソフトを導入し、定義ファイルの自動更新及びクラウド等による一元管理が可能であること。
7　自動精算機
7-1　通信・システム連携要件
(1)
医療機関で使用する医事会計システムと自動精算システムをLAN接続（TCP/IPソケットインターフェース）で接続できること。接続仕様は医事会計システム側が提示する仕様書に準拠すること

(2)
診察券（磁気カード・ＪＩＳⅡ型）の挿入、患者ＩＤバーコードもしくはQRコード読取り、又は、患者ＩＤのテンキー入力により、自動精算機の画面に当該患者の請求金額を表示できること

(3) 収納を制限する情報を医事会計システムより受け取り、その旨の内容を表示できること。また、
医療機関指定金額以上の請求金額が発生した場合、自動精算機側にて収納を制限できること

(4) 自動精算機に診療料金が入金されることにより、医事会計システムの未収情報が入金済み状態になり、領収証書に印字される内容が送信できること

7-2　筐体・操作性要件
(1) 精算機本体の外寸は、横幅650㎜×奥行き650㎜×高さ1600㎜以内であること

(2) 偽造紙幣や偽造硬貨の収納を防止できること
(3) 自動精算機の操作部の高さが自動精算機本体の底面から約100㎝ほどにあり、無理な姿勢をしないで操作ができること

(4)
自動精算機にDENSO RX100QTのリーダーライタが標準搭載されており、バーコード・QRコード・ICの読取りが可能であること

(5) 人感センサー機能があること

(6) 音声での操作ガイダンス機能があること

(7) 操作画面は利用者が任意に日本語／英語に切替できること

(8) 操作誘導のための誘導ランプやスポットライトを有していること

(9) 動画での操作誘導画面を有していること

(10) 入金確定方法として、入金額及び釣銭額を目視確認しながら都度入金でき、「確認ボタン」を押すことで入金確定ができること

(11) 自動精算機本体の保守は、前面扉対応であること

(12) 精算機の操作部には、分かり易い名称シールが取り付けてあること

(13) 堅牢性は、日本自動販売機工業会が定めるレベル２に準拠した強度であること

(14) 無停電電源装置を内蔵していること

(15) 取り忘れ防止策として、紙幣出金口にスポットライトがあること

(16) 金銭逆両替機能を有すること

(17) プリンタ1台から、領収書と診療明細書の発行対応ができること
7-3　金銭処理機能要件
(1)
入金処理は、以下の金種以上の取り扱いができること

・紙幣　全金種（一万円、五千円、二千円、一千円）

・硬貨　全金種（五百円、百円、五十円、十円、五円、一円）

(2)
入金方法は、紙幣20枚、硬貨3枚の一括混在投入ができること

(3)
出金処理は、以下の金種以上の取り扱いができること

・紙幣　全金種（一万円、五千円、二千円、千円）

・硬貨　全金種（五百円、百円、五十円、十円、五円、一円）

(4)
出金方法は、紙幣10枚以上（連続出金可能）、硬貨30枚（混合一括出金）ができること

(5)
紙幣収納枚数は、一万円札・五千円札は各最大100枚、千円札は最大300枚が可能であること

(6)
硬貨収納枚数は、五百円最大80枚、百円最大170枚、五十円最大100枚、十円最大170枚、五円最大100枚、一円最大170枚であること

(7)
紙幣は自動精算機の扉を開けることなく金銭の入金・出金が可能であること

(8)
硬貨は金銭が外部の目に触れること無く、カギ付きのカセットで補充、カギ付き金庫で回収が容易に出来ること　また、補充用のカギ付きカセットは予備カセットとしてもう１セットを標準提供可能なこと

(9)
金銭回収時に、日計表及び売上金の金種別枚数、また補充用カセット内に残っている枚数を確認することが出来るジャーナルレポート用紙の出力が可能なこと
（10）金銭回収方法として、全額回収/売上金回収を任意に選択できること
7-4　キャッシュレス決済機能
(1)
クレジットカード決済、QR決済、電子マネー決済の対応ができること

(2)
支払方法の選択操作はカードもしくはQRもしくは電子マネー払い時のみ発生すること（現金払いの場合は特別の操作が無いこと）

(3)
クレジットカード払いの時、医療機関の契約内容に準じた支払い内容が画面に表示できること。また、利用者は任意でその支払い方法（例：1回払い／分割払い／リボ払い）の選択ができること

(4)
クレジットカードで１回払いのみの設定時、利用者が支払い回数（１回払い）を画面で選択しない運用が可能なこと

(5)
キャッシュレス決済対応時には外部へアクセス可能なインターネット回線を有していること

(6)
電子マネー決済対応時にはグローバル固定IPアドレス（IPv4）を保持していること

(7)
電子マネー決済対応時にはグローバル固定IPアドレス（IPv4）が対応可能なプロバイダとの契約が可能であること

(8)
カード決済後の取り消し処理操作は、自動精算機本体もしくは、別途指定されたキャッシュレス決済端末（VEGA3000P3）で対応が可能であること

(9)
カード利用明細書は、領収書内に印字が可能であること
(10)EMV認証を取得したICカード対応端末、PCI-PTS認証を取得したPINPADを搭載していること。
　　また、一般社団法人日本クレジット協会が公布する指針に基づき、ICクレジットカード対応化　　　　　　　　　　　
　　におけるセキュリティ対策がなされていること。
7-5　画面表示機能
(1)
21.5インチのTFTカラー液晶タッチパネルディスプレイであること

(2)
患者氏名、受診年月日、入院外来区分、診療科名、請求額（受診日、受診科毎）、請求額合計、投入額、釣銭額が画面に表示できること

(3)
患者氏名の文字の大きさは、プライバシーを考慮し小さな文字で表示できること

(4)
外字が含まれた患者氏名の表示ができ、未登録外字の場合はカナ氏名に自動変換できること

7-6　領収書・診療明細書印刷機能
(1)
医事会計システム指定のレイアウト内容に準じ領収書に印字が可能であること

(2)
紙以外の消耗品が発生しないサーマルプリンターが利用できること

(3)
サーマルプリンターで使用するロール紙は、印字が約7年間は印字が消えない高保存用紙であること

(4)
1回の補充作業で約260～300枚程度の領収書が発行（※診療明細書の発行分含まず）可能なこと

(5)
医事システムの電文送信により、処方箋あり・薬有り等のコメントを印字が可能であること

(6)
文字種はANK、漢字ＪＩＳ第１第２水準を網羅すること

(7)
外字が含まれた患者氏名の印字ができ、未登録外字の場合はカナ氏名に自動変換できること

(8)
診療明細書の発行は、利用者の任意により印刷可能であること

(9)
領収書再発行機能を有し、直前取引分の領収書を医療機関が任意に選択し発行できること
8　稼働管理PC
8-1　本体
(1)　CPUはインテル® Celeron® G6900（3.4GHｚ）以上もしくは、i5 12世代以上又はこれと同等以上の性能を有すること。

(2)　主記憶装置（メモリ）は4GB以上を搭載すること。

(3)　ストレージはHDDとし、容量は1TB以上もしくは、SSDとし容量は256GB以上とすること。

(4)　ディスプレイはTFT液晶17型スクエア（解像度1280×768以上）とし、LEDバックライト、非光沢パネルのものとする 

(5)　USB Type-Aポートに対応したインターフェースを２ポート以上有すること（USB2.0及びUSB3.xを含む）。なお、不要なUSBポートについては、セキュリティ確保のため使用制限等の対策を講じること。 
8-2　無停電電源装置

(1)　最大出力容量は750VA/500W以上とする。

(2)　停電時にサーバに対して５分以上の電力供給が出来ること。

 (3)　運転方式は常時インバータ給電方式とする。
8-3　基本機能
(1)
以下の遠隔指示機能を有すること

・電源のON、OFFの指示

(2)
釣銭切れや領収書用紙切れの事前警告機能により、機器停止を未然に防ぐ機能があること

(3)
金銭補充、抜取等の操作履歴管理ができること

8-4　キャッシュレス決済機能
(1)
カード利用患者を検索・確認できること。

(2)
カード会社及び対象日1日付範囲を指定して、利用明細表の出力ができること。

9　情報通信端末Ｂ　（ノート型）

9-1　本体

(1) ディスプレイは15.6型以上の非光沢カラー液晶で、解像度は1920×1080ドット以上とすること。
(2) CPUはインテル Core i5 第12世代以上又はこれと同等以上の性能を有すること。
(3) 主記憶装置（メモリ）容量は16GB以上を搭載すること。
(4) 内蔵ディスクはSSDとし、実容量256GB以上であること。
(5) 光学メディアの利用が必要な場合は、外付け装置により対応可能であること。
(6) 入力装置として、日本語109キー配列のキーボード（テンキー付）を有すること。
(7) 入力装置として、スクロール機能を有するUSB接続のマウスを添付すること。
(8) 1000 Base-Tに準拠したイーサネットインターフェース（RJ45）を1つ以上有すること。
(9) USB3.2以上に対応したインターフェースを2ポート以上有すること。
(10) SDカード等の外部記憶媒体について、セキュリティ確保のため利用制限が可能であること。
(11)グリーン購入法に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針に適合するものであること。
9-2　ソフトウェア
以下の機能を有するソフトウェアについて、必要なライセンスを含めて納入し、インストールを行うこと。
(1)  Microsoft社製 Windows 11 Pro 64bit 日本語版とし、正規ライセンスであること。
(2) Microsoft Office（Home & Business 2024相当）
(3) 法人向けのウイルス対策ソフトを導入し、定義ファイルの自動更新及びクラウド等による一元管理が可能であること。
10　ジャーナルプリンタ(RICOH製)
10-1　本体
　(1) 印字方式は感熱ラインドット方式であること。

(2) 印字速度は250mm/秒以上であること。
(3) 用紙は用紙幅80mmに対応し、ドロップイン方式で容易に用紙交換ができること。
(4) USB2.0以上に対応したインターフェースを1ポート以上有すること。
(5) フルカットおよびパーシャルカットが可能なオートカッターを装備し、200万カット以上の耐久性を有すること。
(6) グリーン購入法に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針に適合するものであること。
10-2　設定その他
(1) 指定する情報通信端末にプリンタドライバをインストールし、正常に印字できることを確認すること。

11　ラベルプリンタA
11-1　本体
　(1) 印字方式は熱転写方式であり、高耐久なラミネートテープに対応していること。
　(2) 印字解像度は360dpi以上であること。
　(3) 印字速度は60mm/秒以上であること
　(4) 3.5mmから36mmまでの各種テープ幅に対応し、ハーフカット機能付きオートカッターを搭載す
ること。
(5) USBインターフェースによりPCと接続可能であること。
(6) グリーン購入法に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針に適合するものであること。

11-2　設定その他
(1) ラベル作成用ソフトウェアを指定のPCにインストールし、運用に必要な初期設定を行うとともに、正常にラベル印刷ができることを確認すること。
12　ラベルプリンタB
12-1　本体

(1)感熱方式によるラベル印刷が可能であること

(2)印字解像度300dpi以上であること

(3)最大印字幅98.6mm以上に対応していること

(4)102mm幅（4インチ）ラベルに対応していること

(5)印刷速度が110mm/秒以上であること

(6)オートカッター機能を有すること

(7)ラベル幅23mm～102mmに対応していること

(8)長尺紙テープ及びプレカット紙ラベルに対応していること

(9)DKラベル、DKテープ、DTロールに対応していること

(10)USB接続機能を有すること

(11)有線LAN（10/100BASE-TX）を搭載していること

(12)無線LAN（IEEE802.11 b/g/n）に対応していること

(13)ラベル作成ソフトウェアに対応していること

(14)Windows環境で利用可能であること

(15)本体メモリーを搭載し、テンプレート保存が可能であること

(16)AC100V電源で使用可能であること

(17)本体サイズがおおむね幅170mm×奥行222mm×高さ151mm以内であること

(18)本体重量がおおむね1.74kg以下であること

(19)電源コード、USBケーブル等、使用に必要な付属品を含むこと
12-2　設定その他
(1) ラベル作成用ソフトウェアを指定のPCにインストールし、運用に必要な初期設定を行うとともに、正常にラベル印刷ができることを確認すること。

13　二次元バーコードリーダ
13-1　本体
  (1) 読取方式はCMOSエリアセンサ方式とし、二次元バーコードの読み取りが可能であること。
  (2) QR Code、Data Matrix、PDF417等の主要な二次元バーコードの読み取りが可能であること。
  (3) EAN-13、UPC、Code128、Code39、ITF等の主要な一次元バーコードに対応していること。
  (4) スマートフォン等の液晶画面に表示されたコードの読取に対応していること。
  (5) USBインターフェースにより接続可能であり、HIDキーボードインターフェース及びCOMポートエミュレーションに対応していること。

  (6) 読み取り結果をブザー及びLED表示により確認できること。
13-2　設定その他
  (1) 本機器を指定箇所に設置し、接続する情報通信端末において、バーコードデータが正確に読み取られ、正常に入力されることを確認すること。
14　ルータ
14-1　本体

　(1) LANポートとして、1000BASE-Tに対応したイーサネットインターフェース（RJ45）を4ポート以上有すること。
  (2) WANポートとして、1000BASE-Tに対応したイーサネットインターフェース（RJ45）を1ポート以上有すること。
  (3) ファイアウォール機能を有し、LAN側及びWAN側の双方向通信に対して適用可能であること。
(4) 定格入力電圧AC100V、定格周波数50/60Hzであること。
(5) 動作温度は0～40℃、動作湿度は15～80％（結露がない状態）であること。
(6) 遠隔保守に必要な通信のみを許可し、それ以外の端末から診療所内ネットワークへのアクセスが行えないよう、ファイアウォール等により適切なアクセス制御を行うこと。
15　スイッチングハブA

15-1　本体

(1) LANポートとして、1000BASE-Tに対応したイーサネットインターフェース（RJ45）を16ポート以上有すること。
(2) 全ポートが1000BASE-Tに対応した通信速度を有し、スイッチング容量は32Gbps以上とすること。

また、スイッチング方式はストア＆フォワード方式とし、MACアドレス登録数は8,000件以上とすること。

(3) 電源は内蔵型とし、定格入力電圧AC100V（50/60Hz）であること。
(4) 動作温度は0～40℃、動作湿度は15～80％（結露がない状態）であること。
16　スイッチングハブB

16-1　本体

(1) LANポートとして、1000BASE-Tに対応したイーサネットインターフェース（RJ45）を8ポート以上有すること。
(2) 全ポートが1000BASE-Tに対応した通信速度を有し、スイッチング容量は16Gbps以上とすること。

また、スイッチング方式はストア＆フォワード方式とし、MACアドレス登録数は8,000件以上とすること。

(3) 電源は内蔵型とし、定格入力電圧AC100V（50/60Hz）であること。
(4) 動作温度は0～40℃、動作湿度は15～80％（結露がない状態）であること。
17　モノクロレーザープリンタ（RICOH製）
17-1　本体

(1)本体寸法は375(W)×412(D)×311(H)mm程度であること
(2)印字速度は、片面印刷時43枚/分（A4縦綴り）以上であること
(3)用紙サイズA4～A5の片面印刷が可能であること
(4)給紙トレイはA4縦送り、A5縦送り/横送りに対応していること
(5)手差しトレイはA4縦送り、A5縦送り/横送りに対応していること
(6)用紙サイズA4～A5に対応した550枚以上格納可能な給紙用紙カセットを標準装備していること
(7)本体同梱品として消耗品一式（約3000ページ印刷可能なスタートアップトナー）を入れること
(8)プリンタードライバー（CD－ROM）を納入すること
(9)使用説明書（HTMLマニュアル）を添付すること
18　A4カラープリンタA

18-1　本体

　(1)モノクロ・カラー兼用であること
　(2)出力解像度は3600dpi×1200dpi以上であること
　(3)両面印刷が可能であるものとし、必要な機能を整備していること
　(4)モノクロ印刷速度はA4で片面印刷時30枚/分以上であること
　(5)カラー印刷速度はA4で片面印刷時30枚/分であること
　(6)ウォームアップ時間は、電源投入時45秒以下であること
　(7)ファーストコピーはモノクロ2,6秒以内、カラー2.6秒以内であること
　(8)100BASE-TXに準拠したイーサネットインターフェース（RJ45）及びUSB2.0に準拠したインターフェースを各々1つ以上有していること
　(9)Microsoft
社製Windows11に対応するものであること
　(10)用紙サイズA4～A5に対応した190枚以上格納可能な手差しトレイを標準装備していること
　(11)用紙サイズA4～A5に対応した250枚以上収納可能な用紙カセットを3段準備していること
　(12)ネットワークに接続し、指定する情報通信端末から出力できる設定を行うこと
　(13)A4～A5に対応し、普通紙、再生紙、厚紙、ラベル用紙に対応していること
　(14)耐久性として20万ページ以上の印刷に耐えうる機器であること
　(15)グリーン購入法、国際エネルギースタープログラムに適合したものであること
18-2 製造者保証書
　(1)　５年間の製造業者標準の保証書（定期交換部品付）を添付すること
18-3 設定その他
　(1)指定する情報通信端末にプリンタドライバをインストールすること
　(2)本プリンタを指定個所に設置し、すべての情報端末から印刷テストを行い正しく印刷できることを確認すること。なお、設置場所は、落札者と別途協議するものとする。
19　A4カラープリンタB

19-1　本体
　(1)モノクロ・カラー兼用であること

　(2)出力解像度は1200dpi×1200dpi以上であること

　(3)両面印刷が可能であるものとし、必要な機能を整備していること

　(4)モノクロ印刷速度はA4で片面印刷時30枚/分以上であること

　(5)カラー印刷速度はA4で片面印刷時30枚/分であること

　(6)ウォームアップ時間は、電源投入時45秒以下であること

　(7)ファーストコピーはモノクロ2,6秒以内、カラー2.6秒以内であること

　(8)100BASE-TXに準拠したイーサネットインターフェース（RJ45）及びUSB2.0に準拠したインターフェースを各々1つ以上有していること

　(9)Microsoft社製Windows11に対応するものであること

　(10)用紙サイズA4～A6に対応した190枚以上格納可能な手差しトレイを標準装備していること

　(11)用紙サイズA4～A6に対応した250枚以上収納可能な用紙カセットを3段準備していること

　(12)ネットワークに接続し、指定する情報通信端末から出力できる設定を行うこと

　(13)A4～A5に対応し、普通紙、再生紙、厚紙、ラベル用紙に対応していること

　(14)耐久性として20万ページ以上の印刷に耐えうる機器であること

　(15)グリーン購入法、国際エネルギースタープログラムに適合したものであること
19-2 製造者保証書

　(1)　５年間の製造業者標準の保証書（定期交換部品付）を添付すること
19-3 設定その他

　(1)指定する情報通信端末にプリンタドライバをインストールすること

　(2)本プリンタを指定個所に設置し、すべての情報端末から印刷テストを行い正しく印刷できることを確認すること。なお、設置場所は、落札者と別途協議するものとする
20　カラースキャナ

20-1　本体

(1) 最大原稿読み取りサイズはA4以上であること。
(2) 光学解像度は600dpi以上であること。
(3) Microsoft社製 Windows11に対応するドライバを有すること。

(4) 1000BASE-T に対応したイーサネットインターフェースを1ポート以上有すること。

20-2　設定その他
　(1) 指定するサーバ及び情報通信端末にスキャナドライバをインストールすること。
　(2) 本スキャナを指定箇所に設置し、指定する機器からスキャンテストを行い、正常に読み取り及びデータ取得ができることを確認すること。なお、設置箇所は落札者と別途協議するものとする。

21　40型・50型モニター（予約システム用）

21-1　本体

(1)
パネル方式はTFT液晶（ADS、IPSまたはVA）であること。

(2)
有効画面サイズは、40インチ１台50インチ１台であること。

(3)
解像度は、3,840(H)×2,160(V)以上であること。

(4)
バックライト光源は、LEDであること。

(5)
出力10W以上のスピーカーを内蔵していること。

(6)
テレビチューナーを内蔵していること

(7)
本体質量は、標準スタンド等を含まない状態で20.0kg以内であること。

(8)
インターフェースとしてHDMI入力端子を2以上、USB（USB2.0以上）端子を1以上備えていること。

(9)
標準時消費電力は、250W以下、待機時消費電力は0.5W以下であること。

(10)
VESA規格に準拠した取付金具を本体背面または付属品として備えていること。

(11)
機器の操作・設定作業等における対応言語は日本語であること。

(12)
動作環境条件として、温度0℃～35℃の範囲で動作すること。
  (13) 取付・配線工事を行うこと
21-2 表示盤機能
　(1)表示番号は診察中番号・中待合室誘導番号・外待合室待機番号を各科毎に任意の人数で表示することができること

(2)診療遅延や救急患者等の臨時インフォメーションをすべての表示盤に一括して表示できること
(3)表示内容は朝の診察前や昼休み等を考慮し、時間帯を指定することにより、予め設定したインフォメーション内容を表示できること
21-3 その他
　(1)HDMIケーブルにて接続すること
(2)本モニターを指定箇所に設置し、接続する情報通信端末において正しく映像表示できることを確認すること。
22　インターネット回線
　  インターネット回線については落札者と別途協議するものとする
23　HPKIカードリーダー
（1）HPKIカード（医師資格証）対応とすること

（2）Server OSにも対応したモデルであること

（3）LEDにて通信状態を確認可能とすること

Ⅵ　調達物品に備えるべき技術的要件（ソフトウェアに係る性能・機能に関する要件）
1 医事一体型電子カルテシステム　１式
1-1　　医事会計システム

1-1-1　必要な機能
　通常のレセプトコンピュータである窓口業務及び請求事務という一連の処理が可能で
あることはもちろんのこと特に以下の機能が網羅されていること

（1）地域公費に対応していること
（2）同一患者の保険切り替えが簡単に選択できること
（3）レセプト電算に対応したコード体系になっていること

（4）電子カルテシステムで登録した病名が取り込めること
（5）窓口会計終了後でも修正入力できること。患者支払い分に差額が生じた場合は、
別途差額請求書を発行するか、差額分を含めた請求書の発行ができること
（6）自動精算機と連携して現金管理できること
（7）入金した日付、区分（現金、クレジット等）の登録ができること
（8）以下の帳票が印刷できること
　①薬剤使用高一覧表（指定期間の使用した薬剤を薬価で計算した一覧表）

　②特定項目一覧表（指定期間内で特定の診療行為について患者、点数、金額）

　　③保険別会計日報（保険毎、患者名、請求額、負担金、入金額の一覧※件数）

　④科別会計月報（指定期間内の請求額、負担金、入金額を科別に集計）

　⑤その他、必要なデータをエクセル若しくはCSV出力できること
（9）データベースを備えたレセプト点検機能を有すること
　　（データベースとは薬剤、検査、病名など）

（10）診察券発行機・再来受付機との連携ができること
（11）オーダリングシステムとの連動が可能なこと
（12）紙レセプトの連続発行、単独発行ができること
（13）審査支払機関に提出する総括表及び請求書が発行できること
（14）収納の管理ができること

　　 ①請求金額、入金額、未収金額に関すること（日毎、月毎）

　　 ②請求書兼領収書、診療費明細書、支払証明書の発行ができること
（15）介護サービスの請求業務ができること
　　    （16）お薬手帳、薬剤情報文（写真付き）が出力できること
(17)インターネットの接続が可能なこと

　　　　 (18)診療予約システム、受付管理システムとの連携ができること 
　　　　（19）患者登録に関して、以下の要件を満たすこと
　　　　　　①患者IDは自動付番でき、かつ手入力も可能であること

　　　　　　②新規患者登録時、二重登録の疑いがある場合は自動的に疑いのある全患者を自動

　　　　　　　表示できること

　　　　　　③同姓同名患者が登録されている場合、同姓同名患者一覧を表示させること

　　　　　　④複数の保険と公費を登録した場合、その組み合わせパターン（単独パターン
　　　　　　　も含む）を登録できること
　　　　　　⑤外国人患者を登録できること
　　　　　　⑥自費扱いの保険が登録できること
　　　　　　⑦負担割合は自動で変更されること（就学前後、後期高齢者等）
　　　　　　⑧有効期限の切れた保険・公費は色分け表示し、識別し易くすること
　　　　　　⑨乳幼児医療費助成が登録でき、負担金の計算ができること
　　　　　　⑩カルテ1号紙は複数パターンで出力可能なこと
　　　　　　⑪住所は郵便番号またはカナ住所で検索可能なこと
　　　　　　⑫労災、公害、自賠責、介護保険情報が登録可能なこと
　　　　　　⑬フリーコメント入力が可能なこと
　　　　　　⑭カルテ1号紙に出力する被保険者、続柄、職種が入力可能なこと
　　　　　　⑮被保険者は保険者番号と関連付けされ、保険者番号から自動的に保険者情報
　　　　　　　が入力できること
　　　　　　⑯勤務先情報、連絡先（本人以外）が登録可能なこと
　　　　　　⑰特定疾患（51）・小児特定疾患（52）適用患者の一部負担金が設定できること
　　　　　　⑱難病（54）・生活保護（12）適用患者の一部負担金が設定できること
　　　　　　⑲自立支援医療制度や肝炎治療特別促進事業の対象となる患者の負担限度額が
　　　　　　　設定可能であること
　　　　　　⑳毎月変更になる生活保護の受給者番号を、月毎に入力できること
　　　　　　㉑患者検索では、カナ氏名、生年月日、性別、電話番号で検索できること。また、
　　　　　　　それらの検索条件はカナの先頭や年号だけ等一部の情報でも可能なこと
　　　　　　㉒患者の検索は、どの端末からでも実行できること
　　　　　　㉓受付した患者を一覧で表示し（受付した時間を表示）、診察待ちの患者が一目で
　　　　　　　わかること
　　　　　　㉔患者検索後、該当の保険が有効であるか、また、当月保険証を確認しているか
　　　　　　　を確認できること。また、過去の保険証確認履歴が参照できること
　　　　　　㉕受付時に備考（コメント）が入力できること
        (20)病名登録業務について、以下の要件を満たすこと
　　　　　　①電子カルテシステムで登録した病名が取り込めること
　　　　　　②病名マスタは検索が可能なこと。また、検索結果は読み順で表示できること
　　　　　　③病名入力、開始日、転帰、終了日が連続した操作（1画面）で入力できること
　　　　　　④接頭語と接尾語は病名との合成入力が可能であること
　　　　　　⑤疑い区分を設定することで、疑い病名として登録できること
　　　　　　⑥特定疾患療養指導料及び皮膚科特定疾患指導料の算定対象の病名は画面上
　　　　　　　区別できること
　　　　　　⑦開始日順に病名を自動整列できること
　　　　　　⑧主傷病名は病名登録業の最上段に並び替えれること。また、主病であること
　　　　　　　が分かること
　　　　　　⑨複数の病名を指定して一括で転帰処理が可能であること
　　　　　　⑩病名マスタとしてICD10ならびにＭＥＤＩＳ標準マスタに準拠した日本語病名

集が使用できること。必要に応じて、新規病名・病名コードのマスタへの追加

登録が可能であること。登録した病名はそのままの形で電子レセプトデータ

として利用できること。

　　　　　　⑪頻用病名はマスタ化できること。頻用病名には検索した病名からその時点で簡

単に登録できること。

　　　　　　⑫病名マスタにない病名は仮病名として登録できること。仮病名は、フリー病名

登録を可能とすること。仮病名は、登録時点で病名管理者側でリストとして把握

でき、後日病名マスタ上の病名と対応付け、正式病名とすることができること。

　　　　　　⑬病名の守秘機能があること。守秘設定病名を表示させるにはマウス等による容

易な操作で参照が可能なこと
　1-1-2運用上に必要なサービス

（1） 改正時の対応（地域公費も含む）
（2） 薬剤マスタの更新
（3） 薬価改正の対応
上記（1）から（3）項が適正なタイミングで速やかに実行されること（費用については
保守に含む）
　1-2電子カルテシステム
　1-2-1概要
　　（1）厚生労働省のガイドラインである「電子保存の三原則」に適合していること

（2）システムダウンがない仕組みを施すこと（あったとしても業務に支障がない範囲）

（3）各部門が円滑に操作できる仕組みであること（特に医師）

（4）各医療機器システムや院外検査などとの連携が可能なこと

（5）プリンタなどの周辺機器は市販の商品が接続可能で正常に動作可能なこと
　1-2-2必要とする機能
　　　厚生労働省のガイドラインである電子保存の三原則｢真正性｣｢見読性｣｢保存性｣を満たし
ていることはもちろんのこと、紙カルテと同内容の電子記載が可能なこと、特に以下の機
能が網羅されていること
（1）基本情報

　　　　①患者取り違え防止のため、患者の基本的情報については、常に分かりやすく表示
　　　　　されていること（同姓同名患者への対応ができること）
　　　　②医事会計システムから氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、保険情報等の患
者基本情報を自動で取得すること。

③電子カルテで入力した、アレルギー、感染症、禁忌情報、紹介元等を表示でき
ること。　　　
　　
　　（2）診療記録
　　　　①診療記録とは、診療にあたり患者の身体状況、病状、治療法などについて、医師
あるいは全ての医療従事者が知り得た情報および、その情報に基づいて下した判断、
実施した処置などの記録とする。
　　　　②フリー入力による診療記録の記載、オーダの登録を行えること。
　　　　③検査結果／画像診断所見等より、必要な部分を抜き出し、診療記録に転記できる
こと。
　　　　④スキャナー、デジタルカメラ、USB等の画像を取り込めること。
⑤記載済みのカルテ、文書、オーダ、結果、レポートの登録、表示、修正を行えること。
　　　　⑥記事を削除及び修正した場合でも削除された記事が存在することが画面上判断でき
ること。（二重取り消し線表示が望ましい）
⑦定型文を登録することができること。
⑧医師や看護師等によるカルテ記載に際して、記載項目を定型化したテンプレート
(雛形)を用意する事で、電子カルテ記載の標準化が図れること。また、当院において、
テンプレートの作成、変更が可能な機能を有すること。
⑨テンプレート形式による入力ができること。そのテンプレートは選択肢・数字入力・
文字入力方式が可能なこと。
⑩医師が、カルテを記載する際に、文章の所見のみでは表現が難しい内容について、絵
図による表現を交えて簡単に所見の記録が行なえること。
体の各部位や全身のスケッチ図に対して患部を描き入れたり、容態や診療行為の内
容についてのスケッチを、記録することができること。更に、それらに対するコメ
ントの書込みが可能であること。
⑪カルテの文字装飾（太字、下線、文字の斜体、文字の色等）ができること。
⑫各々の日時による時系列表示が可能なこと。
⑬イメージスキャナにて取り込み処理を行った文書を添付し、診療経過記録上で参照で
きること。
⑭重要な情報に対してブックマーク（付箋）を付けることができ、ブックマーク（付箋）
の付いた情報を検索できること。
　　　　⑮カルテ記載内容やオーダの内容を必要に応じて印刷する機能を有すること。
　　　　⑯実費診療カルテの作成ができること。
　　　　⑰各部署へ検査ごとの印刷ができること。
　　　　⑱よく使う所見や処方や文書はショートカットにセット登録して、簡単に入力できること
　　　　⑲セットは、経過等、処方等、病名を自由に組み合わせて簡単に登録、編集ができること
　　　　⑳経過等も処方等も、過去カルテから、ドラッグ＆ドロップで簡単にＤｏ操作できること。
　　　　　さらに、修正したい箇所をクリックして、直接入力できること
　　　　㉑受診日一覧や受診日カレンダーから過去のカルテを開くことができること
　　　　㉒一度保存したカルテに対して、追加・修正・削除を行った場合は、履歴を表示し、
　　　　　誰が、いつ、どの受診歴の、経過等・処方等の何を、追加・変更・削除したのか
　　　　　が確認できること
　　　　㉓ユーザー毎に入力・承認権限の設定ができ、複数医師で入力した場合や代行者で
　　　　　入力した場合も入力者や承認者を把握（対応）することが標準にできること
　　　　

　　  (3)処方等入力
　　　　①処方等入力は、投薬や注射、処置、検査などを入力できること
　　　　②区分（頓服薬や処置薬など）を指定して入力できること
　　　　③選択した処方の保険、公費負担区分を修正して入力できること（結核や特定疾患など）
　　　　④選択した処方の包括を表示し、修正できること（包括なし/包括あり/包括する/
　　　　　包括対象外）
　　　　⑤選択した処方の処方区分を修正して入力できること（院内/院外）
　　　　⑥医薬品に対する先発・後発医薬品/一般名を検索できること。また、表示色を変
　　　　　えて分かりやすくすること（先発医薬品は緑、後発医薬品は橙色など）
　　　　⑦入力済み処方に対して、先発・後発医薬品/一般名が存在するかを、チェックできること
　　　　　（単体、全処方ともに）
　　　　⑧特記事項でアレルギー情報や禁忌薬、他院投薬を管理し、薬剤チェックが行えること。
　　　　　また、処方等で入力した薬剤や注射薬の相互作用/副作用/重複投与のチェックが行えること
　　　　⑨入力した薬剤の「添付文書」を表示・印刷できること。また、「添付文書PDF」も
　　　　　表示・印刷ができること
　　　(4) 電子処方箋
　　　　　①
厚生労働省が推奨する医療機関・薬局における電子処方箋のシステム開発に向けた資料（電子処方箋管理サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書等）に準じた電子処方箋システムを構築すること。

②パソコンの設定及びネットワーク敷設を行うこと
（5）検査結果参照
①検査結果を蓄積し、即座に患者の検査結果の検索および参照を行うことができ
ること。検査結果は時系列・グラフ表示が可能なこと。
②細菌検査の結果（感受性試験を含む）を表示できること。
③外注検査センターに対して、オンラインで検査依頼の送信や検査結果のダウンロード
　ができること
④検査センターに依頼した検査結果を一覧やグラフやレーダーチャートに表示・印刷
　ができること
⑤院内の検体検査機器についても、院内ネットワークにつなげることで、依頼や結果
　をデータでやり取りすることができること
⑥検査結果値の色分けができること
（黒：正常値、赤：高値、その他異常値、青：低値、緑：パニック値等）

（6）文書管理
①紹介状、診断書、証明書、同意書、説明書、等の院内作成文書の発行・保存管理が
行えること。
②他病院からの紹介状や、写真などの紙ベースの情報を、スキャナを通して電子カル
テに保存できること。
③記録された文書はすべて履歴を残し、簡単な操作で修正前や更新前の文書を表示可
能なこと。カルテ印刷においては修正前、更新前を含め診療録と規定するすべて記
載内容を印刷すること。
④「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の、別添1「医
科診療報酬点数表に関する事項」にて示された別紙様式のテンプレートを提供してい
ること
（7）共通
①利用者が診療科の選択を出来ること。

②医療用語に漢字変換可能な機能を有すること。また利用者毎に頻用する単語を登録
　する機能を有すること。

③サムネイルされた画像を簡易な操作で拡大表示し、利用者が画像・コメント内容を
　容易に確認できること。

④医薬品情報を表示できること。
　　　 　⑤医師・看護師・その他患者に関わるスタッフが情報共有できるよう、電子カルテは
１患者のカルテを複数の場所から権限設定による参照・入力できること。
　　　　 ⑥複数の利用者が同時に１人の患者のカルテにアクセスした際に、安全性を考慮して
排他処理が可能なこと。
　　　　 ⑦オンライン資格確認に対応し、オンライン資格確認システム及び周辺機器と接続すること
　　　（8）診療業務関連
①各診察室では、医師が患者を診察するために診察待ちとなっている患者を把握し、
その際に診察順番を判断できる情報を提供できること。
②受付済患者を一覧表示し、指定患者のカルテを開くことが出来ること。

③患者状況（受付済、検査済、会計済等）が表示できること。
④患者カナ氏名の入力により患者を一覧表示し、指定患者のカルテを開くこと。

⑤カルテが他の端末で開かれている場合は、その旨を画面に表示し操作者の注意を喚起
できること。
⑥医師が処方、注射等のオーダを発行する際、そのオーダ内容にミスがないかをチェッ
クする。また、既に発行済みのオーダとの禁忌チェック、患者病名やアレルギー等と
処方される薬品の適正性等をチェックできること。
チェック結果はオーダ発行前に医師に通知し、注意を促したり発行を抑制したりする
ことでシステム機能面から医療の安全性を支援すること。
⑦利用者の診療を支援することを目的として、セットとして頻用オーダを登録し必要に
応じて展開することで、オーダ発行の簡略化を図れること。
頻繁に利用する複数のデータを利用者、患者、病院共通、診療科別に登録する事を可
能とし、それぞれに分類を作成して分類別に登録できること。
⑧過去に患者に指示したオーダの複写ができること
⑨Ｘ線オーダについては放射技師法２８条を網羅すること。
⑩医師が処方箋の種別、薬品、用法を入力し、処方の指示、処方箋の発行ができること。
麻薬・毒薬・劇薬は一般薬と表示上区別されること。

⑪院外処方箋、院内処方箋が作成できること。
　　　　 ⑫患者の次回診察の予約または予約管理が行えること。
　　（9）データ管理

厚生労働省「電子保存の三原則」を満たすシステムであること。また、運用マニュアル
及びダウン対策マニュアル等の整備の提案を行うこと。
（真正性の確保）

①情報の保存タイミングを制御するために確定操作ができること。

②確定操作を行った利用者の識別情報を保存情報に付加できること。

③システムは更新履歴の保存ができること。
（見読性の確保）
　①分散保存された情報を関連付ける最小限の情報を個別に有すること。

②保存情報を見読するための手段が対応づけられて管理できること。
（保存性の確保）
　①電子的に保存された診療録等の情報に対するアクセス履歴を残し、管理できること。
②各保存場所における情報が破損したときに、バックアップされたデータを用いて破損
前の状態に戻せること。もし、破損前の同じ状態に戻せない場合には、失われた範囲
が容易にわかること。
③マスタDBの変更の際に、過去の診療録等の情報に関する内容の変更が起こらない機
能を備えていること。
　　　　 ④すべてのシステムは、特に指定の無い限りＩＤ・パスワードでログインできること。
　　　　 ⑤パスワードの有効期間（最長で２か月）を設定すること。
　　　　 ⑥改ざん防止、患者プライバシー保護に配慮した高度なセキュリティ機能を有すること。
特に、改ざん防止のため、過去の修正箇所が容易に判別・確認できるように表示し、
履歴管理ができること。
　　　　⑦職種や職権により、利用可能な各機能・患者情報の使用権限の制御ができること。
　　　　⑧すべてのログオン、診療記録記載、オーダ入力に対してログ管理を行い、ログは改ざん・
　　　　　削除から保護され、長期間保存が可能なこと。
⑨全ての業務サーバに無停電電源装置を接続すること。

⑩サーバディスク装置の外部媒体への定期的なバックアップの作成機能を有すること。

⑪バックアップ媒体からの復元が検証された構成であること。

⑫適切なセキュリティ設計による、ファイアウォール、ルータの設定機能を有すること。
1-2-3他システムとの連携
以下のシステムと連携可能（ビュワー連携）なこと
（1）既存のＰＡＣＳ接続費用
1 別途調達予定のPACSへ患者情報連携を行うこと
2 現行機能としてPACSシステムより検査機器（CR/CT/ES/DR/US）へ患者情報機能が
実装されており、機能踏襲の為、PACSへ患者情報を送信すること。
3 患者情報連携にいて、詳細はPACSベンダー確認を行い、電子カルテ側接続費用を
　　　　　　 含んで電子カルテ入札に対応を行うこと。
4 OS（Build）/.NET/メモリ（16GB）/EDGE/CPUなどPACSが高速に画像表示できるス
ペックで電子カルテ端末を配備すること。
5 電子カルテ端末にPACSベンダーが準備する高精細モニター４式（診察室①、診察室②、
診察室③、健診診察室）が取付可能な電子カルテ端末を配備すること。電子カルテ
用プライマリーモニタとPACSベンダー準備の高精細モニターの２面で動作できること。

6 診察室①、診察室②、診察室③、健診診察室用の４台については高精細モニター用に
Disply Port出力が備わっていること。

7 電子カルテ導入動作確認へ高精細モニターと合わせて、PACSシステムの動作検証も
併せて対応を行うこと。

8 電子カルテより患者ID番号でPACSシステムを起動できること。電子カルテ患者切替
時には、PACSの終了連携にも対応を行うこと。

9 電子カルテより患者ID番号でPACS呼び出しについては、PACS統合参照画面とPACS
リスト画面の両方について配備すること。

10 電子カルテ端末Desktop画面にPACS起動アイコンの準備についてもPACSベンダーと
と協力のもと、対応を行うこと。

11 PACSベンダーの資源配布などについても、協力し対応を行うこと。
※バッチファイルは、PACSベンダーが提供を行う。

12 診察室①、診察室②、診察室③、健診診察室の電子カルテ端末には、併せて
放射線レポートも記載するためA tok/医療辞書を配備すること。
     （２）フクダ電子（VS-3000E）のビュワーソフト（FEV-40）との連携費用
　　　　　①レセコンもしくは電子カルテから患者属性をテキストデータにて共有フォルダに送信し、
　　　　　　電子カルテを開くとその患者の画像がビュワーソフトで自動的に開くよう画像連携を図
　　　　　　ること
　　　　 ②費用には連携PC及びFEV設定費用、HD及びLANケーブルを含む。

（３）健診システムとの連携費用
1 電子カルテシステムから、患者基本情報を送信できること。
患者基本情報とは、患者ID、氏名、性別、生年月日、患者区分、住所、保険情報、電話番号を指す。

2 連携の仕様を有し、オンラインまたはファイル共有等によって実現できること。
　　　
　　（４）検査システムとの連携費用
　　　　　①電子カルテシステムから検査の依頼データを検査システムへ送れること
3 検査システムから検査の結果を受け取れること

　　（５）薬袋システムとの連携費用
　　　　　①電子カルテシステムから、患者基本情報を送信できること。

患者基本情報とは、患者ID、氏名、性別、生年月日、患者区分、住所、保険情報、電話番号を指す
　1-2-4検査データの取り込み
①外部委託している検査結果データをオンラインで取り込みができること
②検査室からの結果入力
③検査センターからの結果報告FDを取り込めること
④検査センターへの検査依頼データ作成
1-2-5セキュリティ対策
　　　（1）インターネットを通じて外部からの侵入及び攻撃を防ぎ、また外部へのデータ流出等
ならないよう万全のセキュリティ対策を講じておくこと
　　　（2）端末離席時に、コンピュータをロックし他者の不正アクセスを防ぐことが可能である
　　　　　こと。また、ロックした操作者は画面に表示されること
 2診療予約・受付管理システム
　2-1必要とする機能
　　（1）診療予約機能に関し、以下の要件を満たすこと
　　　　①時間予約、順番受付、時間帯予約に対応できること
　　　　②職員による予約登録、変更、取消ができること
　　　　③患者によるWeb予約（取得、変更、取消）ができること
　　　　④ホームページとのリンク設定が可能であること
　　（2）Web問診機能に関し、以下の要件を満たすこと
　　　　①Webブラウザによる事前問診入力ができること
　　　　②予約情報との紐づけ管理ができること
　　（3）診療状況表示・通知機能に関し、以下の要件を満たすこと
　　　　①Web上での診療状況表示ができること
　　　　②メール等による来院目安通知ができること
　　（4）受付機能に関し、以下の要件を満たすこと

　　　　・番号券発券機能を有すること
　　（5）院内表示機能に関し、以下の要件を満たすこと
　　　　①待合室モニタへの診療状況表示ができること
　　　　②電子カルテシステム連携による自動更新ができること
　　（6）LINE連携機能を有すること
　　（7）外部システム連携に関し、以下の要件を満たすこと
　　　　①電子カルテ等と以下の情報連携が可能であること
　　　　　・患者属性情報連携
　　　　　・受付情報連携
　　　　　・診察終了・会計終了ステータス連携
　2-2セキュリティ対策
　　（1）SSL/TLSによる通信暗号化ができること
　　（2）利用者権限管理機能を有すること
　　（3）操作ログ管理機能を有すること
　　（4）個人情報保護
　2-3可用性
　　（1）安定稼働を考慮した構成であること
　　（2）定期バックアップ機能を有すること
　　（3）障害時の復旧支援体制があること
　2-4性能
　　（1）Web予約集中時でも安定した動作が行えること
　　（2）通常業務に支障のない応答性能を有すること
　
　

 3診療費自動精算機
　3-1性能及び機能に関する要件
　　通信及び接続の条件に関し、以下の要件を満たすこと
　　（1）医事会計システムと自動精算機システムをLAN接続（TCP/IPソケットインターフェース）
で接続できること
　　　　接続仕様は医事会計システムとの実績ある仕様書に準ずること
　　（2）自動精算機本体に、診察券に付帯されている患者ID入りバーコード（QRコード）の
読取ができ、当該患者の請求金額を画面に表示できること
　　（3）自動精算機に診療料金が入金されることで、医事会計システムの未収情報が入金済み
状態に更新されること
　3-2 自動精算機本体に関し、以下の要件を満たすこと
(1) 偽造紙幣や偽造硬貨の収納を防止できること
(2) 患者ID入りのバーコード（QRコード）を読取可能なQRリーダーを搭載していること
(3) 操作画面が多言語対応であること
(4) 金銭補充・抜取等の操作履歴管理ができること
(5) クレジットカード利用明細書の用紙出力がかのうであること
(6) 補充回収履歴の用紙出力が可能であること
　3-3精算機稼働管理システムに関し、以下の要件を満たすこと

　　（1）以下の帳票出力機能を有し、CSV形式で保存できること
　　　　①保険種別毎売上帳票
　　　　②患者毎売上伝票（日報/月報）
　　　　③キャッシュレス毎売上帳票
　4薬袋・手帳・薬情発行ソフト
4-1性能及び機能に関する要件
　(1)薬品ごとに計量混合、一包化など様々な飲み方に対応した思い通りの薬袋印刷が行えること
　(2)新規登録の薬品を自動更新できること
　(3)用途に合わせ、枚数、サイズ、薬袋の有無を任意で変更することができること
　(4)初期設定を行うことでワンタッチで印刷ができること
　(5)薬袋一枚では収まりきれない時に２枚目発行を自動で判断できること
　(6)不均等指示や糖尿病薬などを別薬袋にする等、使用に合わせて様々な設定ができること
　(7)一度印刷した後に再び処方内容を変更した場合、変更箇所のみの再印刷を自動で行うことができ
ること
　(8)患者ごとに設定ができること

　(9)内服・頓服・外用など、それぞれフォントや文字色を設定できること
　(10)レセコンより出力される薬情のデータを加工し、薬袋に薬剤の写真、服薬指導文、用法・用量を印刷する事ができること
Ⅶ　その他の要件（性能・機能以外の要件）
１ 納品に関する事項　
(1) 機器類の設置場所に関しては、診療所職員の指示に従うこと。

(2) 朝倉診療所と導入・工事日程の調整を行い、行程表を提出するとともに、機器類の搬入は
事前に連絡を行うこと。
(3) 室内作業を行う際は、作業従事者は名札を着用し、安全には十分留意するとともに、診療
時間中に作業を行う際は、特に患者等、第三者への安全を確保すること。

(4) 朝倉診療所が指定する場所に搬入・運搬し、設置すること。

(5) 導入作業にあたっては施設運営の妨げにならない様配慮すること。

(6) LANの配線工事は建築工事で行っているが、電源容量が不足する場合など、2次側電源工事が必要になった場合は新たに行うこと。なお、別途添付する朝倉診療所の図面を参照し、使用機器までのLANケーブル、テーブルタップ等は落札者が準備し、設置すること。

(7) LANケーブルの末端には、接続箇所を記したラベルを添付すること。

(8) 工事の進捗に支障を来たす事象が生じた場合は、朝倉診療所若しくは朝倉診療所が指定する
者と協議のうえ進めるものとする。

(9) 作業中に仮撤去・移設したものは作業後元の状態に復旧させること。また作業中に破損等が
生じた場合は落札者の責任で直ちに復旧すること。

(10) 施工にあたっては美観を損なわない設置工事に努めること。

(11) 各端末の正面から確認できる位置に、端末名とIPアドレスを記載したシールを貼付すること。

(12) 導入される全ての機器およびソフトウェア等が仕様を満たしていることを確認すること。

(13) 梱包材等は落札者の責任で持ち帰り、廃棄すること。
２　撤去

（1） 機器類を導入設置する時に発生する既設機器の廃棄に関しては、個人情報等の取り扱いを
厳重に管理し、適正に廃棄すること。
３　設定に関すること

(1)   システムは、医療機関において既に稼動している実績を有すること。
４ 導入後の研修

（1） 導入後、以下の各号に従い朝倉診療所職員に対し運用及びソフト等の取扱に関する基本操
作研修を実施すること。具体的な日程や内容等については、朝倉診療所と協議し決定するも
のとする。

（2） 研修に必要な資料（運用マニュアル含む）については落札者にて準備を行うこと。
（3） 稼働時に混乱を来さないよう一定期間サポート要員を配置すること。
５ 保守サポートに関する事項
(1)　ハードウェアに関する事項

保守故障サポート対象機器の保守対応については以下の要件に従うこと。なお、納入検査確認後
１年間は、納入機器に関して通常使用により故障した場合の無償修理に応じること。

①　受付けは、納入された製品の製造業者に関わらず、落札者が一元的に受付け、修理完了
までの作業を一貫して行うことができるサービス体制を整えていること。

②　保守受付時間は、国民の祝祭日を除く月曜日から金曜日の8:30から17:00及び土曜日の
8:30から12:00とする。

③　機器類に故障が発生した場合には、速やかに対応を行うとともに、修理等業務に支障を
きたすようものと見込まれる場合には、代替機を持ち込む等の対応を行うこと。なお、機
器の修理に伴い費用が発生する場合の取り扱い事項については、落札者と別途保守契約を
締結したうえで取り扱いを決定するものとする。
④　保守対応の連絡体制及び連絡先を提示すること。なお、システム障害時に、朝倉診療所の
運営に支障を及ぼさない時間内で到着できる体制を有すること。
(2)　ソフトウェアに関する事項
①　診療報酬改定に伴うプログラム変更、薬価・点数マスタを提供すること。
また、診療所側のスタッフが手を煩わすことがなく、適正なタイミングで速やかに実行され
ること
　　②　日頃の問合せを電話、メール、FAX、リモート通信で対応できること
③　障害が発生した場合は、リモート通信での対応、訪問での対応が可能なこと
　　④　定期的に機能アップを行い陳腐化しないこと
　⑤　不具合については、迅速な改善を行うこと。（保守範囲）
　⑥　原則として当仕様の内容は既に製品化されていること。
(3)　保守費に関する事項
　　　保守費については、稼働後より１５５，０００　円／月（税込：予算の都合によりこの額を保証するものではない）を予定しているため、これを超える保守費の要求は行わないことを条件とする。（電子カルテシステム、電子処方箋、予約システム、自動精算機、薬袋システム込み）
　　　　また、保守開始後５年間は同一金額とする。保守費用にはTrendMicro社製のウイルス対策ソフトウェア等の更新費用も全て含むものとする。
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